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参考１

○今後の予定（下線日程箇所は要調整）

●幹事会

第３００回幹事会 令和２年１０月２日（金） １７：００から

第３０１回幹事会 令和２年１０月３日（土） １５：３０から

第３０２回幹事会 令和２年１０月２９日（木） １３：３０から

第３０３回幹事会 令和２年１１月２６日（木） １３：３０から

第３０４回幹事会 令和２年１２月２４日（木） １３：３０から

第３０５回幹事会 令和３年　１月２８日（木） １３：３０から

第３０６回幹事会 令和３年　２月２５日（木） １３：３０から

第３０７回幹事会 令和３年　３月２５日（木） １３：３０から

以降の幹事会日程は追って調整

●総会
第１８１回総会 令和２年１０月１日（木）～３日（土）

第１８２回総会 令和３年４月２１日（水）～２３日（金）



参考１別紙

（参考）幹事会の開催について

　○委員の二分の一以上の出席が必要。

　○加えて、幹事会に限り、各部から１名以上の出席がなければならない。

（関係規程（抜粋））

〇日本学術会議法　（昭和２３年法律第１２１号）（抄）

第二十四条　総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

２　総会の議決は、出席会員の多数決による。

３　部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。

〇日本学術会議会則　（平成１７年日本学術会議規則第３号）（抄）

（幹事会の会議）

〇日本学術会議の運営に関する内規（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定）（抄）　　　　　　　　　　　　　　

（定足数）

（幹事会における定足数の特別の定め）

第二十六条　幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに第十八条（第一項及び第五
項を除く。）及び第二十二条の規定を準用する。

第２１条　法第２４条第３項並びに会則第２６条及び第３１条並びに前条において準用する法第２４条第１項の
規定の適用については、海外赴任者（海外に居所を有し、現に海外に在る者）、出張者、災害、不測の事故又
は健康上の理由で出席できない者を、構成員の四分の一を上限として除外する。

第２１条の２　会則第２６条において準用する法第２４条第１項の規定の適用については、各部から１人以上
の委員の出席がなければならない。


